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伏せに倒れこむことは、負傷の可能性があるため、罰則が与えられるべきであ
る。相手をきれいに仰向けに投げようと意図しない動作は危険であり、「腕挫
腋固」と同様に扱う。

　以下の状況では、審判規定を厳しく適用する。
禁止：脚を掴んで防御する
　片手、または両手、もしくは片腕、または両腕を使って、相手の帯から下を攻撃す
る、または防御するすべての行為。

罰則：最初の攻撃：反則負け

青の反則負け

青の反則負け

青の反則負け
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罰則：極端な防御姿勢：指導

◆第28条　「不戦勝ち」及び「棄権勝ち」◆
　「不戦勝ち」は、一方の試合者が出場しないときに、もう一方の試合者に与えられ
る。
　試合を時間通りに行うため、全てのIJF大会では以下の「30秒ルール」を適用す
る。
　試合放棄：一方の試合者が時間通りに準備を整えているが、もう一方の試合者が現
れていないことを審判委員会が確認した場合、審判委員会は大会放送係に、その場に
いない試合者の最終呼び出しを行うよう要請する。（１分おきに３回の呼び出しは行
わない。）
　その後、審判員は、準備ができている試合者を試合場の端で待機させる。タイマー

青の反則負け

両者に指導

青の反則負け
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で30秒のカウントダウンを始め、30秒経過後、対戦相手が試合場にいない場合、審判
員は準備ができている試合者を試合場に招き入れ、「不戦勝ち」による勝者を宣告す
る。
　試合を放棄した試合者は、IJFジュリーが、ある一定の条件を満たしていると認め
た場合、敗者復活戦に参加することができる。
　主審は「不戦勝ち」を与える前に、審判委員会によってそれを行ってよいと認めら
れていることを確認しなければならない。
　試合中、いかなる理由であっても試合者が棄権したときは、相手の試合者に「棄権
勝ち」が与えられる。

第28条　「不戦勝ち」及び「棄権勝ち」　附則
「ソフトコンタクトレンズ」
　試合者の一方が、試合中にコンタクトレンズを落とし、直ちにそれを装着すること
ができない場合、その試合者がコンタクトレンズなしで試合を続けることができない
ことを主審に伝えたときは、主審は副審と合議の上、もう一方の試合者に「棄権勝
ち」による勝利を与えるものとする。

◆第29条　負傷、疾病、事故◆
　試合者の一方が試合中に負傷、疾病、事故のため、試合続行不可能となった場合、
主審は次の各項に基づき、副審と合議の上、決定する。
　ａ）負傷
　　ⅰ）負傷の原因が、負傷した試合者自身の責任と認められるときは、負傷した試

合者が負けとなる。
　　ⅱ）負傷の原因が、負傷していない試合者の責任と認められるときは、負傷させ

た試合者が負けとなる。
　　ⅲ）負傷の原因が、どちらの試合者の責任とも決めかねるときは、試合を続行で

きない試合者が負けとなる。
　ｂ）疾病
　　　　試合者の一方が、試合中に発病し、試合続行が不可能となった場合、原則と

して当該試合者を負けとする。
　ｃ）事故
　　　　外的要因（不可抗力）によって起きた事故の場合、主審は審判委員会との合

議の後、当該試合を中止又は延期とする。「不可抗力」の事態においては、ス
ポーツ理事、スポーツ委員会あるいはIJFの審判委員が、最終判断をする。
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医師の診察
　ａ）試合者が頭部もしくは背部（脊柱）に強烈な衝撃を受けたとき、又は主審が重

大な負傷が起こったと判断したとき、主審は医師を呼ぶこと。いずれの場合に
おいても、医師はできるだけ短時間に試合者の診察を行い、主審に試合を続行
できるか否かを告げる。

　　　医師が負傷した試合者を診察した後、試合続行不可能である旨を主審に告げた
場合、主審は副審と合議の上、試合を終了し、相手の試合者に「棄権勝ち」を
与える。

　ｂ）試合者は主審に医師を呼ぶことを要請できる。ただしこの時点で試合終了と
し、相手の試合者に「棄権勝ち」が与えられる。

　ｃ）医師は、担当する試合者に対処するため、試合への介入を要請できる。ただ
し、この場合、その試合は終了し、相手の試合者に「棄権勝ち」が与えられ
る。

　主審と副審が試合続行不可能と判断したときは、いかなる場合でも、主審は試合を
終了し、規定に則って結果を示さなければならない。

出血を伴う負傷
　出血を伴う負傷があった場合、主審は医師を呼び、止血させる。
　出血があった場合、安全面の見地から、主審は医師を呼ぶ。出血をしている間は試
合を行うことはできない。ただし、出血を伴う同じ部位の負傷は、医師による手当て
を２回まで受けることができる。同じ部位の３回目の出血の時点で、主審は副審と合
議した上で、試合者自身の安全のために試合を終了し、相手の試合者に「棄権勝ち」
を与える。
　出血が止まらず、覆うことができない場合は、相手の試合者に「棄権勝ち」が与え
られる。

軽微な負傷
　軽微な負傷については、試合者自身が処置することが認められる。例えば指が脱臼
した場合には、主審は「待て」又は「そのまま」を宣告して試合を中断し、脱臼した
指を試合者自ら復すことを認める。試合者が同じ指の整復を行うことは２回まで認め
られる。同じ脱臼を３回目に負った時点で、当該試合者は試合続行が不可能であると
みなされ、主審は副審と合議した上で試合を終了し、相手の試合者に「棄権勝ち」を
与える。
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第29条　負傷、疾病、事故　附則
　試合中に、一方の試合者が相手の試合者の動作によって負傷し、負傷した試合者が
試合続行不可能となった場合、審判員は原因を検討し、規定に則って判断する。どの
ような場合でも、発生した事実のみに基づいて判断する。（ａ）「負傷」ⅰ）ⅱ）
ⅲ）参照）
　原則として試合者１名に対し、１人の医師が試合場に上がることが認められる。医
師に補助が必要な場合には、医師は先ず主審にその旨を報告しなければならない。
　コーチが試合場に上がることは絶対に許されない。
　主審は、負傷した試合者のそばで、医師による行為が規定どおりのものであるか確
認をする。
　ただし、何らかの決定のために意見を述べる必要がある場合には、主審は副審と協
議することができる。

医療援助行為
　ａ）軽微な負傷や損傷の場合
　　　爪の損傷の場合、医師は爪を切ることを手伝うことができる。
　　　医師は急所の負傷を調整するのを手伝うことができる。
　ｂ）出血を伴う負傷の場合
　　　安全面の見地から、出血がある場合には、必ず医師が粘着テープ、包帯、鼻用

の止血栓などを用いて処置し、完全に出血箇所を覆わなければならない（血液
凝固剤や止血剤の使用が認められる）。

　　　医師が呼ばれたときは、できるだけ短時間に済まされなければならない。
（注）：上記の状況以外で、医師が試合者に何らかの処置を施したときは、その試合

者の相手が「棄権勝ち」となる。

嘔吐
　試合者が嘔吐した場合は、相手に「棄権勝ち」が与えられる。（ｂ）「疾病」参
照）
　スポーツ理事、スポーツ委員会又はIJFの審判委員によって下される他の何らかの
処分を除き、故意に相手の試合者を負傷させた場合、負傷させた試合者は、直接的
「反則負け」となる。
　医師が、試合者の身体が極めて危険であると明らかに認めた場合（特に絞技）、医
師は試合場のそばに行き、直ちに試合を中止するよう審判員に要求することができ
る。審判員は、医師が必要とする援助を全て行わなければならない。この場合、当該
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試合者は負けとなる。この措置は非常時のみの対応とする。
　カデの大会で、絞技により意識を失った試合者は、その後の試合に出場することは
できない。
　IJFの選手権大会においては、正式なチームドクターは医師免許所持者のみとし、
大会に先立って登録されていなければならない。この医師だけが所定の位置に座るこ
とが許され、判別しやすい格好をしなければならない（例えば、赤十字の腕章やベス
トの着用など）。
　チームドクターを認定したときは、各国家連盟はチームドクターの活動に関する全
責任を負わなければならない。
　医師は、あらゆる規定の改正や解釈について知っていなければならない。

◆第30条　規定に定められていない事態◆
　本規定に定められていない事態が生じた場合は、審判委員会と合議の上で審判員が
下した決定により処理される。
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国内における「少年大会申し合わせ事項」 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 少年（中学生・小学生以下）の試合は、次の条項を加え、あるいは置き換えたものによって行なうものとする。 
 
１、加えるもの 
 
第27条（禁止事項と罰則） 
 
 指導（軽微な違反） 
 
 １．立ち姿勢で相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること。 
 
   ただし、技を施すため、瞬間的（1，2秒程度）に握ることを認める。 
 
   （注）中学生は、試合者の程度に応じて、後ろ襟を握ることを認める。 
 
 
 ２．両膝を最初から同時に畳について背負投等を施すこと。 
 
 
 ３．関節技及び絞技を用いること。 
 
   （注）中学生は、絞技を用いることは認める。三角絞は認めない。 
 
 
 ４．無理な巻き込み技を施すこと。 
 
 
 ５．相手の頸を抱えて大外刈、払腰などを施すこと。 
 
 
 ６．小学生以下が、裏投を施すこと。 
 
 
第27条（附則） 
 
 １． 〔相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること〕関係 
 
  ①「後ろ襟」とは、柔道衣を正しく着用したときの頸の後ろ側（うなじあたり）の範囲をいう。試合者の一方が後ろ襟を握った後、

その襟を引き下げて側頸部にずらした場合でも「後ろ襟」とみなす。 
 
  ②「背部を握る」の範囲は、目安として肩の中心線に手首がかかるような状態をいう。背部を握った後、柔道衣をたぐりよせて釣り

手の一部の指が後ろ襟の内側を握る状態になっても背部とみなす。特例として「後ろ襟、又は背部を握った」状態で、通称ケンケ
ン内股等(内股に限らずケンケンとなる大内刈や大外刈等）をかけることは、〔瞬間的（1，2 秒程度）〕の事項を適用せず、また、
その後、連絡した技や変化した技についても、技の効果が途切れるまで継続を認める。 

 
 
 ２．〔両膝を最初から同時に畳について背負投等を施すこと。〕関係 
 
   両膝を最初から畳につくとは、膝の外側部、内側部も含む。同時はもちろん、ほとんど同時と見なされる場合も含む。技が崩れた

結果である場合は反則としない。 
 
 
 ３．〔関節技及び絞技を用いること。〕関係 
 
  ①寝技の攻撃・防御において、脚を交差して相手を制しているだけの状態は、三角絞とはみなさない。抑え込もうと脚を交差して相

手を制止した後、絞まっている状態あるいは脊椎及び脊髄に損傷を及ぼす動作と判断した場合は、受傷を防ぐために、早めに「待
て」とする。また、俗称「三角固」の体勢となった時点で、危険な状態ではないと判断しても、交差している脚を直ちに解かなけ
れば「待て」とする。交差していた脚を直ちに解けば、寝技の攻撃・防御は継続となる。 

 
  ②故意ではなかったが、関節が極まった場合は、「待て」とする。 
 
   （注）小学生以下は、絞技についても同様とする。 
 
 
     ③攻撃・防御において、故意に相手の関節を極めた場合は「反則負け」とする。 
 
 
４．〔無理な巻き込み技を施すこと。〕関係 
 
 「無理な巻き込み」とは、軸足のバネを利かすことなく、体を利用して倒れ込むようにして巻き込んだ技をいう。 
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５．〔相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰などを施すこと。〕関係 
 
   「相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰等」とは、明らかに腕を相手の頸に巻きつけて施した場合のみをいう。 
 
  第26条（抑え込み）附則に次を加える 
 
 寝技の攻撃・防御において、脊椎及び脊髄に損傷を及ぼす動作と判断したときは「待て」とする。 
 
 
２、置き換えるもの 
 
 第20条（一本）附則 
 
 絞技は、「技の効果が十分現れた場合」を適用し、見込みによる「一本」とすることができる。 
 
 
 
 付則 この申し合わせは、平成22年5月1日より実施する。 
 
    平成23年6月14日 部分変更 
  
    平成27年3月31日 改正 
 
    平成27年6月11日 施行 
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